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異議申立てに対する決定について（答申） 

 

 平成２２年３月５日付け千整第１５１７号による下記の諮問について、別紙のとおり答申

します。 
記 

平成２２年２月１２日付けで異議申立人から提起された、平成２２年２月９日付け千整第

１３０５号の２で行った行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について 
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諮問第４２９号 

 

答   申 

 

第１  審査会の結論 

     千葉県知事（以下「実施機関」という。）は、不開示とした情報のうち、平成２０

年度急傾斜地崩壊対策委託（基礎調査その３）住民説明用資料に記載された個人の 

氏名及び法人の名称について開示すべきである。 

 

第２  異議申立人の主張要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

異議申立ての趣旨は、実施機関が平成２２年２月９日付け千整第１３０５号の２で行

った行政文書部分開示決定（以下「本件決定」という。）の取消しを求めるというもの

である。 

  ２ 異議申立ての理由 

異議申立人が主張する異議申立ての理由は、おおむね次のとおりである。 
（１）不開示とした処分理由に具体的なものが無く、情報公開条例の条文を引用したにす

ぎず、不開示の正当な理由と言えず、処分の取消しを求める。 
（２）実施機関は不開示理由として千葉県情報公開条例（平成１２年千葉県条例第６５

号。以下「条例」という。）第８条第３号イに該当するとしているが、異議申し立

て理由で述べたとおり「公開することにより、正当な利益を害するおそれがあり」

としているが正当な利益を害するおそれとはどの様な事を指すのか、具体的事実を

全く述べていない。よって、不開示とした部分について印影を除く全ての開示決定

を求める。 
 

第３ 実施機関の説明要旨 

     実施機関の説明は、おおむね次のとおりである。 

 １ 行政文書の開示請求について 

   異議申立人は、実施機関に対して、平成２２年１月１５日付けで行政文書開示請求

書の開示請求する行政文書の件名又は内容の欄の記載を「千葉地域整備センターのＨ

１６年度からＨ２１年度迄の各年度毎の業務委託に関する公文書全てのうち国際航

業（株）に関する起案書、設計書、入札結果（随意についても）、契約書、成果品等」

とする行政文書開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

 ２ 本件対象文書について 

   実施機関は、本件請求の対象となる行政文書として次の文書を特定した。 

（１）平成２０年９月１０日付け急傾斜地崩壊対策委託（基礎調査その３）執行伺い 

（２）急傾斜地崩壊対策委託（基礎調査その３）設計書 

（３）平成２０年９月２６日開札の急傾斜地崩壊対策委託（基礎調査その３）開札調書 

（４）平成２１年６月付け平成２０年度急傾斜地崩壊対策委託（基礎調査その３）告示

図書（案） 

（５）平成２０年度急傾斜地崩壊対策委託（基礎調査その３）机上区域検討結果 

（６）平成２０年９月２９日契約の急傾斜地崩壊対策委託（基礎調査その３）業務委託

契約書（以下「本件文書１」という。） 
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（７）平成２１年６月付け平成２０年度急傾斜地崩壊対策委託（基礎調査その３）報告

書（以下「本件文書２」という。） 

（８）平成２０年度急傾斜地崩壊対策委託（基礎調査その３）区域調書（１／２）及び

（２／２）（以下「本件文書３」という。） 

（９）平成２０年度急傾斜地崩壊対策委託（基礎調査その３）住民説明用資料（以下「本

件文書４」という。） 

３ 本件決定について 

  実施機関は、平成２２年２月９日付けで、特定した対象文書のうち上記２（１）か

ら（５）までについて、行政文書開示決定を行い、本件文書１から本件文書４（以下

あわせて「本件文書」という。）について、条例第８条第２号及び第３号に該当する

として、本件決定を行った。 

  なお、平成２３年４月２０日付けで、本件決定の「開示しない部分及び開示しない

理由」欄に誤記（記載漏れ）があったとして、当該部分の一部訂正を行った。 

 ４ 不開示の理由について 
（１）条例第８条第２号該当性について 

     本件決定で不開示とした部分である法人従業員の氏名、法人従業員の役職、特

定の個人を識別することのできる肖像写真、法人従業員の印影、地図上の個人の

氏名については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる

情報であり、条例第８条第２号の不開示情報に該当する。 
当該情報は、法令等の規定により又は慣行として公にされ又は公にすることが

予定されている情報ではないため、同条例第８条第２号ただし書イに該当しない。 
また、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であ

ると認められる情報ではないため、同条例第８条第２号ただし書ロに該当しない。 
     当該個人は、国際航業(株)の従業員であり同条例第８条第２号ただし書ハに規

定する公務員等に該当しないため、同条例第８条第２号ただし書ハに該当しない。 
本件文書は、業務委託に係る関係書類として作成されたものであり、食糧費の

支出を伴う懇談会、説明会等に係る情報ではないため、同条例第８条第２号ただ

し書ニに該当しない。 
（２）条例第８条第３号該当性について 

     本件決定で不開示とした部分を開示することにより明らかとなる情報は、法人

支店長の印影と地図上の法人の名称である。 
法人支店長の印影については、法人の契約書類等の重要書類にも使用するもの

として特別な管理をしているものと推認されることから、条例第８条第３号イに

該当する。 
また、地図上の法人の名称は土砂災害特別警戒区域又は土砂災害特別区域に立

地していることを示しており、公にすることにより正当な利益を害するおそれが

あり、条例第８条第３号イに該当する。 
５ 異議申立ての理由について 

異議申立人は、不開示とした処分理由に具体的なものが無く、条文を引用したにす

ぎず、処分の正当な理由と言えないと主張する。 
しかしながら、法人従業員の氏名、法人従業員の役職、特定の個人を識別すること

のできる肖像写真、法人従業員の印影、地図上の個人の氏名については、上記４（１）

で説明するとおり、条例第８条第２号の不開示情報に該当するものであり、法人支店



 
 
 

 
3 

長の印影と地図上の法人の名称については、条例第８条第３号の不開示情報に該当す

るものである。 
 

第４ 審査会の判断 

   当審査会は、異議申立人の主張及び実施機関の説明並びに本件文書をもとに審査し

た結果、以下のように判断する。 

  １ 本件異議申立てについて 

本件請求の内容及び本件決定については、実施機関の説明要旨のとおりである。 

これに対し、異議申立人は平成２２年２月１２日付けで、本件決定の取消しを求め

る異議申立てを行ったものである。 
異議申立人は、不開示とした部分について印影を除く全ての開示決定を求めると主

張するので、以下、検討する。 

２ 条例第８条の該当性について 
（１）条例第８条第２号本文該当性について 

ア 実施機関が条例第８条第２号に該当するとして不開示とした情報は、実施機関

の説明要旨４（１）のとおりである。 
イ 本件文書２には、法人従業員の氏名、法人従業員の役職、本件文書３には法人

従業員の肖像写真、本件文書４には地図上の個人の氏名が記録されており、個人

に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、条例第

８条第２号本文に規定する不開示情報に該当する。 
（２）条例第８条第２号ただし書該当性について 
 ア 本件文書２について 

実施機関は、本件文書２に記録された情報のうち、法人従業員の氏名及び法人

従業員の役職について、条例第８条第２号本文に該当し、ただし書イ、ロ、ハ及

びニに該当しないため不開示としているので、以下検討する。 
（ｱ）技術士補の氏名について 

a 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第３２条第２項には、「技術士補となる

資格を有する者が技術士補となるには、その補助しようとする技術士を定め、

技術士補登録簿に、氏名、生年月日、合格した第一次試験の技術部門の名称、

その補助しようとする技術士の氏名、当該技術士の事務所の名称及び所在地そ

の他文部科学省令で定める事項の登録を受けなければならない。」とされており、

同法第３３条では「技術士登録簿及び技術士補登録簿は、文部科学省に備える。」

と規定されている。 
b また、同法第４０条第１項には、「文部科学大臣は、文部科学省令で定めると

ころにより、その指定する者（以下「指定登録機関」という。）に、技術士及び

技術士補の登録の実施に関する事務を行わせることができる。」と規定しており、

当該指定登録機関には社団法人日本技術士会（以下「技術士会」という。）が指

定されている。 
c 技術士会では、同法第３２条第２項に規定する技術士補の登録について、「登

録申請書に記載された個人情報は、本登録に関する事務並びに登録の有無につ

いてのみの第三者からの確認照会への対応などの目的に限り利用します。」とそ

の個人情報の取扱いについて本人に明示するとともに、技術士会のホームペー

ジにも掲出している。 
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d 当審査会が実施機関を通じて技術士会に上記の取扱いについて確認させたと

ころ、技術士会では、第三者から照会があった場合には、登録者の氏名及び生

年月日を伝えた場合にのみ、その登録の有無を回答するとのことである。 
e この技術士会の対応について、当審査会が判断をすべき立場にはないが、技

術士法には技術士補登録簿に掲載されている情報について何人に対しても等し

く公開することを定めた規定はないこと、また、技術士会が上記のとおり対応

していることをもって、技術士補の氏名が何人にも知りうる状態に置かれてい

ると解することは相当ではないことから、技術士補の氏名については法令等の

規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

とは認められない。 
（ｲ）シビルコンサルティングマネージャの氏名について 

a 社団法人建設コンサルタンツ協会（以下「協会」という。）がその定款に基づ

いて規定するシビルコンサルティングマネージャ（以下「ＲＣＣＭ」という。）

資格制度施行規程第８条には、「ＲＣＣＭとなる資格を有する者がＲＣＣＭと

なるには、協会に備えるＲＣＣＭ登録簿に氏名、生年月日、所属する会社の名

称及び所在地、合格したＲＣＣＭ資格試験の技術部門の名称、その他協会が定

める事項について登録を行わなければならない。」と規定されている。 
ｂ また、ＲＣＣＭ登録規則第１５条第１項には、「会長は、建設コンサルタン

ト等業務を営む者の要請があった場合は、登録簿の写しを閲覧に供することが

できる。」とあり、同条第２項には、「国、地方公共団体その他の建設コンサル

タント業務を発注する者は、必要がある場合は、会長に登録簿の写しを求める

ことができる。」と規定されている。 
c 当審査会が実施機関を通じて協会に登録の必要性等について確認させたとこ

ろ、登録させる理由については、技術力の維持・向上及び信用の確保のために

必要であること、限定的に閲覧等をさせている理由については、資格技術者を

活用する立場の者（各発注機関）が当該資格を確認するために必要であること、

との説明があった。 
また、ＲＣＣＭ登録規則第１５条第１項及び第２項に規定する者以外の者に

は、個人情報であるため登録簿については公開できないとの説明があった。 
d 上記のとおり、ＲＣＣＭの氏名は、限定的に登録簿の閲覧又は写しの交付が  

可能となっているにすぎず、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又

は公にすることが予定されている情報とは認められない。 
（ｳ）測量士の氏名について 

a 測量法（昭和２４年法律第１８８号）第４８条第１項には、「技術者として基

本測量又は公共測量に従事する者は、第４９条の規定に従い登録された測量士

又は測量士補でなければならない。」とあり、同法第４９条第２項には、「測量

士名簿及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。」と規定されている。 
b しかしながら、測量法には上記登録簿の閲覧規定はなく、作業現場への標識

の掲示規定もないことから、測量士の氏名については法令等の規定により又は

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは認められな

い。 
（ｴ）その他の法人従業員の氏名について 

b 本件文書２には、その他の法人従業員の氏名が記録されているが、当該従業
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員の氏名については、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公に

することが予定されている情報とは認められない。 
   （ｵ）よって、上記（ｱ）から（ｴ）のとおり本件文書２に記録された情報のうち、

法人従業員の氏名については、条例第８条第２号ただし書イに該当しない。 
また、人の生命、健康等を保護するため公にすることが必要である情報、公

務員等の情報及び食糧費の支出を伴う説明会等の情報ではないため、条例第８

条第２号ただし書ロ、ハ及びニに該当しない。 
（ｶ）法人従業員の役職について 

b     本件文書２には、法人従業員の役職が記録されているが、実施機関をして確

認させたところ、その役職名は当該法人の事業所において限定的なものである

ことが認められた。 
      よって、法人従業員の役職は個人に関する情報であって、特定の個人を識別

することができるものであると認められるため、条例第８条第２号本文に該当

し、いずれのただし書にも該当しない。 
イ 本件文書３について 

本件文書３には、業務委託区域内の現況写真及び現地の測量写真が掲載されて

いるが、測量写真には特定の個人であると識別できる測量中の個人の肖像が含ま

れている。 
実施機関の説明によれば、当該個人は上記ア(ｳ)の測量士及び(ｴ)のその他の法人

従業員とのことであり、条例第８条第２号ただし書イ、ロ、ハ及びニに該当しな

い。 
ウ 本件文書４について 

実施機関は、本件文書４に記録された情報のうち、地図上の個人の氏名を条例

第８条第２号に該当し不開示としているので、以下検討する。 
（ｱ）本件文書４は、土砂災害警戒区域等指定説明会用に作成された資料であり、

本件請求の委託業務対象地域とは別の地域の地図が含まれており、その地図上

に個人の氏名が記録されている。 
（ｲ）実施機関をして、委託業者に当該地図上の氏名について確認させたところ、

市販の住宅地図に記載されている情報に基づいて転記しているとのことである。 
（ｳ）よって、本件文書４に記録された情報のうち、地図上の個人の氏名は、法令

等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている

情報であると認められ、条例第８条第２号ただし書イに該当するため開示すべ

き情報である。 
（３）条例第８条第３号該当性について 

ア 実施機関が、本件決定において不開示とした部分は、本件文書１に押印され

た法人支店長の印影及び本件文書４に記録された地図上の法人の名称である。 
イ 条例第８条第３号イは、公にすることにより、法人その他の団体又は事業を

営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものに

ついて、不開示情報とするものである。 
ウ 本件文書４は、上記２（２）ウで検討したとおり、すでに市販の住宅地図に

記載されている情報であり、その名称を公にすることにより当該法人の正当な

利益を害するおそれがあるとは認められないため、条例第８条第３号イに該当

せず、また同号ロにも該当しないので地図上の法人名は開示すべき情報である。 
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 ３ 異議申立人の主張について 
異議申立人は、不開示とした処分理由に具体的なものが無く、情報公開条例の条文

を引用したにすぎず、不開示の正当な理由と言えず、処分の取消しを求める旨主張し

ているので検討する。 
 （１）条例第１２条第３項の趣旨について 

条例第１２条第３項は、「実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を

開示しないときは、その理由を前各項に規定する書面に記載しなければならない。」

と規定しており、不開示の理由を付記することを義務付けている。 
 （２）理由の付記について 

ア 条例第８条第２号該当性について 
条例第８条第２号は、個人の権利利益を厳格に保護するため、特定の個人を識

別することができる情報を一律に不開示とすることを定め、法令等の規定又は慣

行として公にされているなどの情報及び開示することに公益的理由のある情報

等について、例外的に開示するものを定めたものである。 
本件決定に係る行政文書部分開示決定通知書（以下「通知書」という。）に記

載された開示しない理由には、条例第８条第２号本文の条文を引用していること

が認められるが、本号の趣旨は上記のとおりであり、開示しない部分として、法

人従業員の氏名、法人従業員の役職、特定の個人を識別することのできる肖像写

真、法人従業員の印影、地図上の個人の氏名との記載があり、どの情報が特定の

個人を識別できるものか明示しているため、理由の付記が不当とは認められない。 
   イ 条例第８条第３号該当性について 

条例第８条第３号は、法人等及び事業を営む個人の正当な権利利益が害される

ことのないよう、不開示とする法人等情報の要件を定めたものである。 
通知書に記載された開示しない部分には、法人支店長の印影及び地図上の法人

の名称と記載されており、それぞれの開示しない理由について記載されているが、

地図上の法人の名称に係る開示しない理由の記載は、条例第８条第３号の条文を

引用したのみであり、理由の付記が十分なされているとは認められない。 
なお、当該部分における当審査会の判断については上記２（３）ウのとおりで

ある。 
 ４  結論 

実施機関は、不開示とした情報のうち、本件文書４に記載された個人の氏名及び法

人の名称について開示すべきである。 
 ５ 附言 
   本件決定では、本来不開示とすべき個人の氏名についてマスキングがなされないま

ま開示された部分があること、及び不開示とした事項に係る具体的な理由について記

載されていないことから、不適切な処理と言わざるを得ない。 
   実施機関においては、今後このような事務処理が行われることのないよう十分注意

するよう求めるものである。 
 

第５  審査会の処理経過 

     当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。 
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別 紙 
審査会の処理経過 

 

年   月   日           処 理 内 容 

２２． ３． ５  諮問書の受理 

２２． ４．１２  実施機関の理由説明書の受理 

２２． ５．１４  異議申立人の意見書の受理 

２２． ７．３０ 
審議 

実施機関から不開示理由の聴取 

２２． ９．２４  審議 

２２．１１．２６  審議 

２３． ６．２８  審議 

 
 
 
（参考） 

千葉県情報公開審査会第１部会 
 

   
   氏   名        職 業 等 備  考 
   
   
大 田 洋 介 城西国際大学非常勤講師 部 会 長 

   
   

瀧 上 信 光  千葉商科大学政策情報学部教授 部会長職務代理者 
   
   

湊  弘 美 弁護士  
   
   

横 山 清 美  環境パートナーシップちばアドバイザー   
   

 
                                    （五十音順：平成２３年６月２８日現在） 

 
 


